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○４月の議会の動き（主なもの） 

《総務常任委員会》 
日時 ２３日（火）１３：３０～

容 町内の学校訪問について 
   １０月以降に訪問し、以下

の事項について調査 
１） 完全５日制の実施に

伴う対応と実態 
２） 総合学習の取り組み 
３） 地域協力者会議の活

動状況 
道内所管事務調査につい

て 
   行政改革の先進地を重点

に調査を実施 

内
  

《厚生常任委員会》 
日時 ２４日（水）１３：３０～  

内容 「アットホームめむろの社会

福祉法人取得に伴う移転後の

建物の利用に関する陳情」の

審査 
審査の結果、全会一致で採択 
６月の町議会定例会で報告し

ます。 
ごみ有料化について 

   町が平成１５年４月１日から

導入を検討しているごみ有料

化の実施案を調査 
保育所の改築について 

    改築に向けての進捗状況を図面等

 《議会運営委員会》 
日時 ８日（月）１３：３０～ 
内容 町議会まめ通信について 
まめ通信４月号の校正 

      ３月議会定例会の反省 
   傍聴者にわかりやすい議

会を目指し、予算特別委員

会においては説明と質疑

を同時に行う等工夫を 
議会の活性化について 

   まめ通信を更に充実 

   
《経済常任委員会》 
日時 １０日（火） １３：３０～

内容  ＢＳＥ対策について 
   ＢＳＥ発生と対応経過、被害

額、町単独支援策等の調査 
大型堆肥センターについて 

   建設工事の進捗状況を調査 
商工会役員との懇談会 
商工会の概要説明を受け、意

見交換と懇談会を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 《議員定数等審査特別委員会》 
日  時   ４日（木）１３：３０～ 

内  容    議員定数条例等に関する審査特別委員会設置要領の審査を
       行い、原案のとおり決定しました。 
日  時   １７日（水）１３：３０～ 
内  容    議員定数条例等に関する審査について 

１．全道町村議会の状況について調査。 
２．広く町民の皆様から意見をいただくことを決定し、 
その方法について協議。 

 

 

 

 

 

〇第２回芽室町議会臨時会 ４月２６日（金）開会 
 ・町税条例中一部改正について 
   地方税法の改正に伴い、条例を一部改正しようとするものであり、原案のとおり決

定しました。 
・芽室町国民健康保険税条例中一部改正の件 
   地方税法の改正に伴い、関係条文を整理しようとするものであり、原案のとおり決

定しました。 
・平成１４年度芽室町一般会計補正予算 
  ブラジルゲートボール連合創立２０周年記念ワールドカップ国際親善ゲートボー

ル大会に、町長、町民から６名、町職員１名を派遣するため、３２５万円を追加しよ

うとするもので、原案のとおり決定しました。 
・平成１４年度芽室町新嵐山スカイパーク特別会計補正予算 
   工事請負費の執行残において宿舎施設用備品を購入しようとするもので、当初予算

に計上されていなかった点で反対討論がありましたが、原案のとおり決定しました。 

○５月の議会の動き（予定） 
  《議会運営委員会》 

日時 ７日（火）１３：３０～ 

内容 まめ通信５月号の校正 
      議会活性化について 他 
 

《経済常任委員会》 

日時 １０日（金）９：３０～  

内容  平成１４年度所管主要事業の調査 
道内所管事務調査について 他   

 

 

 
       《厚生常任委員会》 

日時 １０日（金）１０：００～ 

内容 所管事務調査（ゴミ有料化・保育所改築・特別養護老人ホーム特別会計） 他 



          町議会議員の定数について、皆さんのご意見を！ 
 

平成１１年の地方自治法改正により、市町村の人口区分に応じ議員の上限数が

決められ、各市町村ごとに条例で定数を定めることになりました。 

芽室町の現在の議員定数は２２名です。条例化にあたり「芽室町議会議員定数

条例等審査特別委員会」を設置し、全道や十勝管内の他町村の動向等を調査し、

芽室町にふさわしい議員定数について現在審議を進めているところです。 

特別委員会における審議にあたって、議員自らの意見だけではなく、広く町民の

皆さんから議員定数についてのご意見をいただき、その意見を今後の審議の参考

にさせていただきたきたいと考えております。 

なお、お寄せいただくご意見については、記名にてお願いいたします。 

（お名前・ご意見の内容については一切公表いたしません。） 

 

・・・・・今後の日程・・・・・ 

皆さんからお寄せいただいたご意見等を参考にさせていただきながら、 

８月３１日までに特別委員会としての結論を出し、９月に開催される町 

議会定例会に議員定数に関する条例を提案し、その議決をもって新定 

数が決定されます。 

なお、新定数は、平成１５年１月１日以降に行われる町議会議員選挙か 

ら適用されます。 

 

 

 

 

 



町村名 人　　口 現行の定数
議員一人当
たりの人口

法改正にとも
なう新上限数

動　　向

遠軽町 １８，５０４ ２２ ８４１ ２２ ２名減の２０名で決定

八雲町 １７，６３６ ２２ ８０２ ２２ 検討中

別海町 １６，９１０ ２４ ７０５ ２２ 新上限数の２２名で決定

岩内町 １６，７２４ ２０ ８３６ ２２
浦河町 １６，６３４ ２２ ７５６ ２２ 検討中

倶知安町 １６，１８２ ２０ ８０９ ２２
森町 １５，１０３ ２０ ７５５ ２２
芽室町 １７，５８５ ２２ ７９９ ２２
音更町 ３９，１９８ ２６ １，５０８ ２６ ２名減の２４名で決定

幕別町 ２４，２７６ ２６ ９３４ ２６ ４名減の２２名で決定

清水町 １０，９８９ ２０ ５４９ ２２ ２名減の１８名で決定

本別町 １０，０２１ ２０ ５０１ ２２ ２名減の１８名で決定

＊人口は、平成１２年度国勢調査の数値

議員定数の見直しについての動向（道内・管内類似町分）

 
 
下の「はがき」のきりとり線にそって切り取り、切手を貼らずに郵便ポストへ！ 
多くの町民の皆さんのご意見をお待ちしております！！ 
（期限：平成１４年５月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・編集後記・・・・・ 
議会からのお知らせは３か月に１回

発行する「議会だより」と、毎月発行

の「まめ通信」があります。今回から

議会運営委員会のメンバーも２人ずつ

加わり、「まめ通信」の内容を一層充実

するよう取り組みました。 
これからも、議会の動きを分かりや

すく、早くお伝えし、町民の皆さんに

興味を持っていただき、身近に感じて

いただけるような「まめ通信」にして

いきたいと考えております。 

議会を傍聴しましょう！ 
議会の本会議・委員会は誰でも見学

できます。手続きは簡単、名簿に氏名・

住所を記入するだけでＯＫです。 
＊問い合わせ先：議会事務局 
TEL  ６２－２６１１ 

   FAX  ６２－９８１３ 


